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深緑の候 

  雨後の緑が目に鮮やかな季節ですが、皆さま方におかれましてはま

すますご壮健のことと存じます。 

  さて、今回の「地域協議会だより」は、４月 26 日に行われた県・市町

村担当者会議及び研修会と平成 31 年度の制度の改正点についてご紹

介します。 

県・市町村担当者会議及び研修会 

 去る４月 26 日（金）、平成 31 年度長野県多面的機能支払事業 県・市町村担当者会議及び研修会

を、安曇野市で開催し、本年度から新たに事業担当なられた方を含め、事業内容の説明を行いました。

（出席 131 名、うち市町村 113 名、地域振興局 18 名） 

 

●会議の内容  

１．多面的機能支払交付金について 

（１）制度の概要及び長野県における現状と課題 

（２）平成 31 年度の制度改正 

（３）平成 31 年度予算とスケジュ－ル  

（４）事業実施に係る諸手続きについて 

（５）事業実施上の留意事項 

（６）長野県農業農村多面的機能発揮促進協議   

   会について 

２．研修会「活動の手引き」について 

（１）事業の概要[活動の手引き（Ⅰ）] 

（２）活動計画書の内容確認［活動の手引き（Ⅱ）］ 

（３）交付金の申請から報告まで［活動の手引き（Ⅲ）］ 

（４）施設の点検診断と長寿命化のための活動の 

進め方［活動の手引き（Ⅳ～Ⅴ）］ 

（５）活動の推進に向けた取組［活動の手引きⅥ］ 
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長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会 

 長野市大字南長野字宮東 452-1 

    長野県土地改良会館別館 3 階 

              会 長 赤羽 昭彦 

 

Vol.39（2019 年６月 26日発行） 

市町村担当者会議の様子 

（安曇野市：県安曇野庁舎） 
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平成 31年度の制度の改正点 

１.  加算措置・対象農用地の拡充 

２.  資源向上支払（長寿命化）の取り扱いの見直し 

３.  事務の簡素化 
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お知らせ          

多面的機能支払事業の事務研修会を下記のとおり開催します。 

    対象者 ： 今年度新規地区及び継続組織、市町村並びに県担当者 

日 曜日 時 間 場   所 

７月 22 日 月 継続 13：30～15：30 木曽合同庁舎 

23 日 火 継続 13：30～15：30 安曇野市役所 

24 日 水 新規 10：00～12：00 

継続 13：30～15：30 

諏訪合同庁舎 

25 日 木 新規 10：00～12：00 

継続 13：30～15：30 

北信合同庁舎 

26 日 金 新規 10：00～12：00 

継続 13：30～15：30 

土地改良会館 

29 日 月 継続 10：00～12：00 

継続 13：30～15：30 

松本市卸市場 

   31 日 水 新規 10：00～12：00 

継続 13：30～15：30 

上田市中央公民館 

8 月 1 日 木 新規 10：00～12：00 

継続 13：30～15：30 

佐久合同庁舎 

    5 日 月 新規 10：00～12：00 

継続 13：30～15：30 

大町合同庁舎 

     7 日 水 継続 13：30～15：30 飯田合同庁舎 

     8 日 木 新規 10：00～12：00 

継続 13：30～15：30 

伊那合同庁舎 

 

なお、詳細につきましては、近日中に各地域振興局を通じて市町村担当者にご案内します。 

多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

  

■問い合わせ先 

 
長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会 

（担当：田中・白石） 
TEL 026-219-6351 FAX 026-219-6352 

E メール nagano-tamenteki@wonder.ocn.ne.jp 

URL http://www.nagano-nouchimizu.net/ 

事務局から 

今回は県・市町村担当者会議の報告と平成 31 年度の制度

の改正点について掲載しました。今後も活動組織の皆様の

活動の手助けとなるような報告をしていきますのでよろしくお

願いいたします。 


